
​令和８年度札幌市検診データ入出力等業務​

​業　務　仕　様　書​

​札　　幌　　市​



​仕　様　書​

​１　業務名​
​　　​​令和８年度札幌市検診データ入出力等業務​

​２　業務内容​
​　​​(1)​​委託検診データ入出力等業務​
​　​​(2)​​引き継ぎ等業務​
​　​​(3)​​その他​

​３　契約期間​
​　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで​

​４　履行場所​
​　　札幌市ウェルネス推進部電算室​

​（札幌市中央区南３条西11丁目331札幌市中央市税事務所内）​

​５　委託検診データ入出力等業務​
​　（1）実施要領の確認​

​委託者から提供する検診ごとの実施要領を精読し、請求書及び明細書の記載方法につい​
​て正しく理解すること。また、前年度の実施要領と比較して変更があるか確認し、入力業​
​務に影響がある場合は、当年度の実施要領に合わせて運用を変更すること。​

​実施要領の変更等により、システムでのデータ入力やチェック処理に問題があると思わ​
​れる場合は、委託者に連絡して対応を協議すること。​

​　　(2) 伝票入力及びデータ取り込み​
​委託者から提供する業務手順書を参考として、委託検診結果伝票のデータ入力及び​

​チェックを行う。入力は、ＯＣＲ装置で読取を行い、読取結果の確認及び修正後、ＣＳＶ​
​ファイルに出力して、システムに取り込む。また、対がん協会及び結核予防会（肺がん検​
​診のみ）、北海道健康管理センター（肝炎ウイルス検診のみ）のデータ（ＣＤ－Ｒ）を取​
​込む。ただし、肺がん検診の精密検査（以下「精検」という。）及び北海道対がん協会が​
​行った精検については、エクセルデータの結果から取り込み用データに変換のうえ、当該​
​システムに取り込むものとする。​

​なお、取り込み用データに変換する際、専用プログラムを使用するため、パンチ入力を​
​行うことは基本的にない。​

​　　​

​　　​​ア　請求書及び明細書の仕分け及び確認業務​
​　　　　​​医療機関から委託者あて送付される請求書及び明細書の仕分けに関する委託者と受託者​

​との役割分担を下記のとおりとする。​
​　　　(ア)委託者​

​医療機関から送付される請求書及び明細書を集約し、自己負担徴収者と自己負担免除​
​者ごとに請求書及び明細書を仕分け、受託者へ渡す。​

​　　　(イ)受託者​
​委託者から渡された請求書及び明細書に記載漏れ等がないか確認し、不備があるもの​

​は医療機関へ確認する。なお、この際、誤った請求書及び明細書を医療機関へ返送する​
​必要がある場合、発送に係る作業は委託者が行うものとする。そのため、受託者は差し​
​替えを予定している医療機関のリストを作成し、提出すること。​

​　​

​　　​​イ　入力データの種類と件数​
​各医療機関から委託者に提出される各検診の請求書及び明細書のデータを入力する。検​

​診種ごとの想定枚数は下表のとおり。​
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​検診種​ ​請求書​
​（枚／年）​

​明細書​
​（枚／年）​

​データ取込​
​（件／年）​

​胃がん一次検診​ ​約1,200​ ​約7,000​ ​約11,000​
​大腸がん一次検診​ ​約3,700​ ​約32,000​ ​約21,000​

​子宮がん一次検診​ ​約1,200​ ​約66,000​ ​約10,000​

​乳がん一次検診​ ​約730​ ​約25,000​ ​約12,000​

​肺がん一次検診​ ​―​ ​―​ ​約34,000​

​前立腺がん一次検診​ ​約780​ ​約2,800​ ​約920​

​胃がん精検​ ​約300​ ​約330​ ​約570​

​大腸がん精検​ ​約810​ ​約1,500​ ​約1,300​

​子宮がん精検​ ​約550​ ​約1,400​ ​約160​

​乳がん精検​ ​約350​ ​約750​ ​約250​

​肺がん精検​ ​―​ ​―​ ​約880​

​ピロリ菌検査結果​ ​―​ ​約150​ ​約50​

​前立腺がん精検​ ​約60​ ​約70​ ​約50​

​胃がんリスク判定​ ​約120​ ​約270​ ​約100​

​過年度がん検診​ ​約240​ ​約1,100​ ​―​

​肝炎ウイルス検診​ ​約1,800​ ​約19,000​ ​―​

​歯周疾患検診​ ​約4,500​ ​約9,000​ ​―​
​子宮頸がん検診​
​（妊婦一般健康診査実施分）​ ​―​ ​約10,000​ ​―​

​※​ ​件数は過去実績に基づく。​

​　　​​ウ　ＯＣＲ読取​
​ＯＣＲ装置にセットできないもの（クリップ、ホッチキス、証明書類等）を取り外して​

​から、請求書と明細書をＯＣＲ装置で読み取る。請求書は複写２枚のうち１枚だけを読み​
​取る。​

​請求書と明細書をＯＣＲ装置で読み取った後、読取結果画面で伝票イメージと読取結果​
​を比較して正しく読取できているか確認し、誤っている場合は読取結果を修正する。伝票​
​イメージは画面上部に、読取結果は画面下部に表示されるため、項目の対応付けに誤りが​
​ないように十分注意すること。​

​また、明細書は複写用紙の２枚目であり、汚れ等が読み取られる可能性があるため、そ​
​の点にも注意する。​

​ＯＣＲ装置には複数枚一度にセットできるが、用紙の状態によっては連続での読み取り​
​ができないため、読み取りできずに排出された用紙は再度セットして読み取りを行い、全​
​ての伝票を確実に読み取ること。​

​　​​　エ　読取伝票の種類​
​伝票は原則、委託者でＯＣＲ読取用として作成した用紙に医療機関で手書きしたもので​

​あるが、ＯＣＲ非対応の旧様式で提出される場合もある。旧様式の伝票をＯＣＲ装置で読​
​み取ると、読取結果は実際の伝票とは全く異なったものになるため、画面上に表示される​
​伝票イメージを見ながら、読取結果の欄に全項目手入力する。また、委託者で作成した用​
​紙ではなく、それに準じて独自に作成した様式で提出する医療機関もあるが、その中には​
​ＯＣＲ装置で正しく読み取れないものもある。その場合も画面上に表示される伝票イメー​
​ジを見ながら、正しく読み取れなかった項目を手入力する。​

​旧様式や医療機関独自様式のために画面で手入力した場合は、入力した内容をチェック​
​する必要がある。システムに取り込まれたデータをＣＳＶで出力し、それをExcelで整形​
​するなどしてチェックリストを作成し、読み合わせチェックを行うこと。​
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​ＯＣＲ読取、確認、修正後、ＣＳＶファイルに出力してシステムに取り込む際に、エ​
​ラーまたは警告が表示された場合は、その内容に応じて読取結果の修正を行い、再度ＣＳ​
​Ｖ出力とシステムへの取込を行う。​

​　　​​オ　住民特定​
​　　　　伝票に記載されたカナ氏名、性別、生年月日により、システムにて住民の特定が行われ​
​　　　るが、複数存在する場合は住民検索画面で他の条件を手がかりにして該当者を特定した​
​　　　り、該当する者が存在しない場合は姓が変更した可能性を考慮した条件で検索するなどし​
​　　　たりして、住民を特定する。それでも見つからない場合のみ住民仮登録を行って、伝票の​
​　　　データを取り込む。​

​　　​​カ　記載漏れ、不明事項等の対応​
​　　　　記載漏れや記載誤りがあると思われる場合は、各医療機関へ電話で問い合わせを行い、​
​　　　回答に従って入力する。​
​　　　　問い合わせの結果、請求書に誤りがある場合は、各医療機関に電話して請求書の再作成​
​　　　を依頼する。その他、請求印が不鮮明など、請求書が請求処理に適さない場合についても​
​　　　請求書の再作成を依頼する。​

​　　​​キ　医療機関コード登録​
​　　　　請求書に記載されている医療機関コードがマスタに登録されていない場合は、医療機関​
​　　　マスタへの登録を行ってから、伝票のデータをシステムに取り込む。​

​　　(3)　委託料集計、支払データの確認及び委託者財務会計用データ出力業務​
​　　​​ア　実施内訳書の出力、データ確認​

​以下の実施内訳書を出力し、内容を確認する。​
​・胃がん検診　（一次・精検）​
​・大腸がん検診（一次・精検）​
​・子宮がん検診（一次・精検）​
​・乳がん検診　（一次・精検）​
​・前立腺がん検診（一次・精検）​
​・ピロリ菌検査結果​
​・胃がんリスク判定​
​・肝炎ウイルス検診​
​・歯周疾患検診​

​　　　　伝票を医療機関コード順に並べ、医療機関ごとに、請求書の区分ごとの金額及び合計金​
​　　　額と、実施内訳書の金額が一致していることを確認する。一つの医療機関の請求書が複数​
​　　　に分かれてくる場合でも実施内訳書上は明細１件にまとまるため、その場合は複数の請求​
​　　　書を合わせた金額で確認すること。​
​　　　　実施内訳書の医療機関名称が請求書の医療機関名称と異なる場合、医療機関マスタに登​
​　　　録されている医療機関名称を請求書の医療機関名称に合わせて修正する。​

​　　​​イ　請求書の取りまとめ​
​　　　　複写２枚のうち１枚を請求処理用としてまとめる。請求書は医療機関コード順に並べ、​
​　　　漏れがないように実施内訳書と照らし合わせて確認すること。​

​　　​​(4)　医療機関の問い合わせ対応及び請求方法指導​
​　　　　実施要領は医療機関にも配布するが、請求書及び明細書の記載方法等について医療機関​
​　　　から履行場所に電話で問い合わせが来ることがある。その場合は、実施要領に基づいて分​
​　　　かりやすく回答する。ただし、実施要領のみで対応が不可能な場合は、委託者と協議のう​
​　　　え対応する。​
​　　　　請求書及び明細書の不備が多い医療機関には、正しく記載するよう電話にて指導を行　​
​　　　う。指導に従わない場合は、委託者と協議のうえ対応する。​

​　　​​(5)　データ等の搬送業務​
​　　　　下記16の担当部局と上記４の履行場所間における伝票及び帳票等の搬送を、５月から翌​
​　　　年３月までの１日から７日及び26日から末日までは、毎週月曜日、火曜日及び木曜日（平​
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​　　　日のみ）に、それ以外は毎週月曜日から金曜日（平日のみ）にそれぞれ定期的に行う。な​
​　　　お、搬送に使用する交通用具や帳票類を入れるケース等については受託者が用意する。施​
​　　　錠可能なケース等を用いたり、複数名で搬送したりする等、個人情報が流出することがな​
​　　　いよう注意すること。​
​　　　　また、施設内の動線について委託者の指示に従い、個人情報が流出することがないよう​
​　　　注意すること。​
​　​
​６　引き継ぎ等業務​
​　​​(1)　令和７年度札幌市検診情報システム管理運用業務の受託者（以下、「前任受託者」と　​
​　　いう。）からの引き継ぎ​

​受託者は令和８年４月１日から上記２(1)の委託検診データ入出力等業務を行うことにな​
​るため、前任受託者から契約締結日～令和８年３月31日の期間に引き継ぎを受けるものとす​
​る。​

​　(2)　令和９年度の入札等を経て本業務を受託した事業者（以下「後任受託者」という。）への​
​　　引き継ぎ​
​　ア　一般競争入札告示後の業務詳細調査対応​
​　　　受託者は令和９年度本業務に係る一般競争入札告示後、最大１か月間の入札参加希望者の​
​　　現地調査に対応すること。期間は令和８年11～12月頃を予定。​
​　​​イ　引き継ぎ業務​

​受託者が令和９年度の本業務を受託しなかった場合、令和８年12月～令和９年３月までの​
​　　期間に後任受託者へ引き継ぎを行うものとする。​
​　　　​
​７　その他の業務​
​　(1)　過去歴照会​

​委託者から過去歴照会依頼があった場合は、システムで過去歴を参照して回答する。​
​　(2)​ ​その他​

​・履行場所における機器類の清掃、整理整頓​
​・消耗品の交換、在庫確認​

​８　使用機器​
​委託者が用意するＯＣＲ装置（１台）、ＰＣ（５台）、モノクロレーザープリンタ（１台）​

​を用い、ＯＣＲ装置と接続してあるＰＣで伝票読取を行い、それ以外のＰＣで読取結果確認、​
​修正等を行う。​

​９　システム運用時間​
​月曜日から金曜日まで（祝日及び12月29日から１月３日を除く）の午前８時45分から午後​

​５時15分まで​
​ただし、システム運用上から上記時間を超えて行うことがある。また、月によって伝票の枚​

​数が異なり、繁忙期は通常より作業時間が３割程度多くなることが想定される。特に処理期限​
​の短い４月が繁忙期となることが想定されるため、初めて当該業務を引き受ける受託者は、引​
​き継ぎ期間から業務内容を把握するとともに、確実に業務を遂行できる人材を整備するなど周​
​到に準備したうえで業務に臨むものとする。​

​10　提出書類​
​　　・作業日報（別添１のとおり）​
​　　・作業実績報告書（月次報告、別添２のとおり）​

​11　委託検診の支出データ・実施内訳書提出期限​
​　(1)　がん検診・肝炎ウイルス検診​

​請求書締切​ ​明細件数​ ​支出データ・実施内訳書​
​提出期限​

​３月分​ ​４月10日​ ​約17,000​ ​４月24日​
​４月分​ ​５月15日​ ​約12,000​ ​６月26日​
​５月分​ ​６月15日​ ​約12,000​ ​７月31日​
​６月分​ ​７月15日​ ​約13,000​ ​８月28日​
​７月分​ ​８月14日​ ​約14,000​ ​９月30日​
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​８月分​ ​９月15日​ ​約12,000​ ​10月30日​
​９月分​ ​10月15日​ ​約15,000​ ​11月27日​
​10月分​ ​11月13日​ ​約17,000​ ​12月23日​
​11月分​ ​12月15日​ ​約16,000​ ​１月25日​
​12月分​ ​１月15日​ ​約13,000​ ​２月22日​
​１月分​ ​２月15日​ ​約12,000​ ​３月15日​
​２月分​ ​３月17日​ ​約13,000​ ​３月26日​

​　　​​※件数は過去実績に基づく。​

​　(2)　歯周疾患検診​

​請求書締切​ ​明細件数​ ​支出データ・実施内訳書​
​提出期限​

​３月分​ ​４月10日​ ​約770​ ​４月24日​
​４月分​ ​５月15日​ ​約530​ ​５月27日​
​５月分​ ​６月15日​ ​約770​ ​６月26日​
​６月分​ ​７月15日​ ​約770​ ​７月24日​
​７月分​ ​８月14日​ ​約770​ ​８月25日​
​８月分​ ​９月15日​ ​約770​ ​９月25日​
​９月分​ ​10月14日​ ​約770​ ​10月23日​
​10月分​ ​11月16日​ ​約770​ ​11月25日​
​11月分​ ​12月15日​ ​約770​ ​12月25日​
​12月分​ ​１月15日​ ​約770​ ​１月27日​
​１月分​ ​２月15日​ ​約770​ ​２月25日​
​２月分​ ​３月17日​ ​約770​ ​３月26日​

​12​​　担当者の配置​
​本業務の目的を達成するために、統括責任者１人、担当者１人以上を配置し、委託者担当者​

​と密接な連絡を取り、誠実に業務を執行することとする。​

​13　労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等​
​　(1)　受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、各書面の様式​
​　　及び記載要領は委託者が別に定める。​
​　ア 　業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書​
​　　　業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）の把握とと​
​　　もに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業務従事者名簿」及び　​
​　　「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、労働者​
​　　が変更となる場合には、その都度、「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従事する日の​
​　　前日までに提出すること。​
​　イ　業務従事者健康診断受診等状況報告書​
​　　　労働者（上記（ア）の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）の健康診断受診等​
​　　状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、当該報告事項確定後か​
​　　ら履行期間終了日までの間に提出すること。​
​　　なお、複数年契約のものにあっては、履行期間内において、１年毎に１回当該書類を提出す​
​　　ること。​
​　ウ　業務従事者支給賃金状況報告書​
​　　　労働者の支給賃金状況を確認するため、年１回、委託者が指定する期日までに、「業務従​
​　　事者支給賃金状況報告書」を提出すること。​
​　(2)　次のいずれかに該当する場合にあっては、受託者は、上記(1)の書面のほか、契約約款第​
​　　16条第２項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務​
​　　管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態にす​
​　　ること。​
​　ア　低入札価格調査を実施して契約を締結したもの​
​　イ　上記（１）の書面での確認において疑義が生じたもの​
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​14　個人情報の保護​
​受託者は、別紙「特定個人情報取扱安全管理基準」に適合していることを示すため、別添３​

​「特定個人情報取扱安全管理基準適合申出書」に必要書類を添付して提出すること。また、毎​
​月の業務完了後、別添４「特定個人情報取扱状況報告書」を提出し、委託者に個人情報の取扱​
​状況を報告すること。​

​15　その他​
​　(1)​​契約金額には、引き継ぎや業務の実施に必要な経費一切を含むものとする。​
​　(2)​​上記４の履行場所は変更となる場合がある。この場合、委託者から受託者へ速やかに通知​
​　　するとともに、当該変更により生じる事柄や疑義について、双方協議のうえ定める。​
​　(3)​​データ入力について上記５(2)イで想定した件数と比較して大幅な増減が見られる場合、そ​
​　　の他本仕様書に定めがない事柄や疑義が生じた場合は、双方協議のうえ定める。​

​16　担当部局​
​〒060‐0002　札幌市中央区北２条西１丁目１－７　ORE札幌ビル７階​

​札幌市保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課がん・たばこ対策担当係​
​三上・増川​
​電話：011-211-3513　FAX：011-211-3521​
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​別紙​
​特定個人情報等取扱安全管理基準​

​１　特定個人情報等の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​
​特定個人情報等の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。​
​また、以下の内容を記載した特定個人情報等の保護に関する規程及び特定個人情報等の取扱​

​手順等が定められていること。​
​　​​(1)​​組織的安全管理措置​
​　​​(2)​​人的安全管理措置​
​　​​(3)​​物理的安全管理措置​
​　​​(4)​​技術的安全管理措置​

​※　上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ​
​（​​https://www.ppc.go.jp​​）に掲載されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガ​​イド​
​ライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の（別添１）「特定個人情報に関する安全管理措​
​置（行政機関等・地方公共団体等編）」をご確認ください。​

​２　特定個人情報等の取扱いに関する総括責任者及び保護責任者の設置​
​特定個人情報等の取扱いに関する総括責任者及び保護責任者が定められており、基本方針、​

​規程及び特定個人情報等の取扱手順等に明記されていること。​

​３　従業者の指定、教育及び監督​
​　​​(1)​​特定個人情報等の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。​
​　​​(2)​​特定個人情報を取り扱う従業者を指定すること。​
​　​​(3)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い、​​情​​報​​シ​​ス​​テ​​ム​​の​​運​​用・​​管​​理、​​セ​​キュ​​リ​​ティ​​対​​策​​及​​び​​サ​​イ​​バー​​セ​

​キュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施していること。ま​
​た、特定個人情報等を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している者としている​
​こと。​

​　​​(4)​​総括責任者及び保護責任者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこと。​

​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​
​　​​(1)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​を​​取​​り​​扱​​う​​管​​理​​区​​域​​を​​明​​確​​に​​し、​​当​​該​​区​​域​​に​​壁​​又​​は​​間​​仕​​切​​り​​等​​を​​設​​置​​す​​る​

​こと。​
​　　【管理区域の例】​
​　　・　サーバ等の重要な情報システムを管理する区域​
​　　・　特定個人情報等を保管する区域​
​　　・　その他特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域​
​　​​(2)​​(1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。​
​　　　また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化及び部外​

​者が入室する場合は、責任者の立会い等の措置を講ずること。また、入退室の記録を保管し​
​ていること。​

​　​​(3)​ ​(1)​​で​​設​​定​​し​​た​​管​​理​​区​​域​​に​​つ​​い​​て​​入​​室​​に​​係​​る​​認​​証​​機​​能​​を​​設​​定​​し、​​パ​​ス​​ワー​​ド​​等​​の​​管​​理​​に​​関​​す​
​る定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずること。​

​　​​(4)​ ​外​​部​​か​​ら​​の​​不​​正​​な​​侵​​入​​に​​備​​え、​​施​​錠​​装​​置、​​警​​報​​装​​置​​及​​び​​監​​視​​装​​置​​の​​設​​置​​等​​の​​措​​置​​を​​講​​ず​​る​
​こと。​

​　​​(5)​ ​管​​理​​区​​域​​で​​は、​​許​​可​​さ​​れ​​た​​電​​子​​媒​​体​​又​​は​​機​​器​​等​​以​​外​​の​​も​​の​​に​​つ​​い​​て​​使​​用​​の​​制​​限​​等​​の​​必​​要​​な​
​措置を講ずること。​

​５　セキュリティ強化のための管理策​
​　　情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を防止する​

​ため以下の対策を実施していること。​
​　​​(1)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い​​に​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​等​​は、​​他​​の​​コ​​ン​​ピュー​​タ​​と​​接​​続​​し​​な​​い​​単​​独​

​による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インターネット及び​
​当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネットワークに接続していな​
​いこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りではない。​

​　​​(2)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い​​に​​て​​サー​​バ​​を​​使​​用​​し​​て​​い​​る​​場​​合​​は、​​当​​該​​業​​務​​を​​実​​施​​す​​る​​施​​設​​内​​に​
​設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定めること。さらに、​
​部外者のアクセスは必要最小限とし、責任者の立会い等の措置を講ずること。ただし、本市​
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​の許可を得た場合はこの限りではない。​
​　​​(3)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い​​に​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​等​​は、​​ア​​ク​​セ​​ス​​権​​等​​を​​設​​定​​し、​​使​​用​​で​​き​

​る従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者の利用状況を記​
​録し、保管していること。​

​　​​(4)​​記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずること。​
​　​​(5)​ ​本​​市​​が​​貸​​与​​す​​る​​文​​書、​​電​​子​​媒​​体​​及​​び​​業​​務​​に​​て​​作​​成​​し​​た​​電​​子​​デー​​タ​​を​​取​​り​​扱​​う​​従​​業​​者​​を​​定​​め​

​ること。​
​　​​(6)​ ​業​​務​​に​​て​​作​​成​​し​​た​​電​​子​​デー​​タ​​を​​保​​存​​す​​る​​と​​き​​は、​​暗​​号​​化​​又​​は​​パ​​ス​​ワー​​ド​​に​​よ​​り​​秘​​匿​​す​​る​​こ​

​と。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するとともにアクセスログ等​
​から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管していること。​

​　​​(7)​ ​本​​市​​が​​貸​​与​​す​​る​​文​​書​​及​​び​​電​​子​​媒​​体​​は、​​施​​錠​​で​​き​​る​​耐​​火​​金​​庫​​及​​び​​耐​​火​​キャ​​ビ​​ネッ​​ト​​等​​に​​て​​保​
​管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。​

​　​​(8)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い​​に​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​は、​​従​​業​​者​​が​​正​​当​​な​​ア​​ク​​セ​​ス​​権​​を​​有​​す​​る​
​者​​で​​あ​​る​​こ​​と​​を​​ユー​​ザ​​ID​​、​​パ​​ス​​ワー​​ド、​​磁​​気・​​IC​ ​カー​​ド​​又​​は​​生​​体​​情​​報​​等​​の​​い​​ず​​れ​​か​​に​​よ​​り​
​識別し、認証していること。​

​　​​(9)​ ​特​​定​​個​​人​​情​​報​​等​​の​​取​​扱​​い​​に​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​は、​​セ​​キュ​​リ​​ティ​​対​​策​​ソ​​フ​​ト​​ウェ​​ア​​等​
​（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。​

​　​​(10)​​業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成していること。ま​
​た、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。​

​　​​(11)​​特定個人情報等の取扱いにて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデータ削除​
​ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用すること。​

​　​​(12)​​本市の許可なく第三者委託をしないこと。​

​６　事件・事故における報告連絡体制​
​　​​(1)​ ​従​​業​​者​​が​​取​​扱​​規​​程​​等​​に​​違​​反​​し​​て​​い​​る​​事​​実​​又​​は​​兆​​候​​を​​把​​握​​し​​た​​場​​合​​の​​責​​任​​者​​へ​​の​​報​​告​​連​​絡​​体​

​制を整備していること。​
​　​​(2)​ ​情​​報​​の​​漏​​え​​い、​​滅​​失​​又​​は​​毀​​損​​等​​事​​案​​の​​発​​生​​又​​は​​兆​​候​​を​​把​​握​​し​​た​​場​​合​​の​​従​​業​​者​​か​​ら​​責​​任​​者​​等​

​への報告連絡体制を整備していること。​
​　​​(3)​ ​情​​報​​の​​漏​​え​​い、​​滅​​失​​又​​は​​毀​​損​​等​​事​​案​​が​​発​​生​​し​​た​​際​​の​​本​​市​​及​​び​​関​​連​​団​​体​​へ​​の​​報​​告​​連​​絡​​体​​制​​を​

​整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の検討並びに決定​
​等に係る体制及び手順等を整備していること。​

​７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制​
​　　本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持ち運ぶ場​

​合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる保護、追跡可能な​
​移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮していること。​

​８　関係法令の遵守​
​　　特定個人情報等の保護に関する関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。​

​９　定期監査の実施​
​　　特定個人情報等の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査及​

​び外部監査を実施すること。​

​10　特定個人情報等取扱状況報告書の提出​
​　　本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面提出時に​

​おいて、本市が指定する様式にて特定個人情報等取扱状況報告書を提出すること。​

​11　情報セキュリティマネジメントシステム（以下、ISMS）又はプライバシーマーク等の規格​
​認証​

​　​​　​​ISMS​​（国​​際​​標​​準​​規​​格​ ​ISO/IEC27001:2013​​、​​日​​本​​工​​業​​規​​格​​JISQ27001​​：​​2014​​）、​​プ​​ラ​​イ​​バ​
​シーマーク（日本工業規格 JISQ15001:2006）等の規格認証を受けていること。​
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​別添１​
​業務責任者​

​作　業　日　報​
​１　作業日​

​　　令和　　年　　月　　日（　曜日）​

​２　作業時間​

​　　開始：　　時　　分　　～終了：　　時　　分​

​３　作業従事者​

​４　連絡事項​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
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​別添２​
​令和　年度　月　作業実績報告書​

​（受託者）　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​１　OCR取り込み・チェック・修正・入力​
​入力原票​ ​請求書​ ​明細書​ ​入力原票​ ​請求書​ ​明細書​
​胃がん（一次）​ ​枚​ ​枚​ ​胃がん（精検）​ ​枚​ ​枚​
​大腸がん（一次）​ ​枚​ ​枚​ ​ピロリ菌検査​ ​枚​ ​枚​
​子宮がん（一次）​ ​枚​ ​枚​ ​大腸がん（精検）​ ​枚​ ​枚​
​乳がん（一次）​ ​枚​ ​枚​ ​子宮がん（精検）​ ​枚​ ​枚​
​前立腺がん（一次）​ ​枚​ ​枚​ ​乳がん（精検）​ ​枚​ ​枚​
​胃がんリスク判定​ ​枚​ ​枚​ ​前立腺がん（精検）​ ​枚​ ​枚​
​（がん・精検）（過年​
​度）​ ​枚​ ​枚​ ​肝炎ウイルス検診​ ​枚​ ​枚​

​歯周疾患検診​ ​枚​ ​枚​ ​肝炎ウイルス検診（過年度）​ ​枚​ ​枚​

​歯周疾患検診​ ​枚​ ​枚​ ​妊婦健診の子宮頸がん検診​ ​枚​ ​枚​

​２　結果取り込み​

​10​

​作業項目​ ​件数​
​予防会肺がん（８月分）​ ​件​
​　​ ​件​
​　​ ​件​

​作業項目​ ​件数​
​対がん協会（　月分）​ ​件​
​対がん協会肺がん（　月分）​ ​件​
​対がん協会精検​ ​件​
​対がん協会精検（過年度）​ ​件​
​北海道健康管理センター（肝炎ウイルス検診）​ ​件​

​３　納品​
​作業項目​ ​種類​

​実施内訳書出力・チェック​ ​種類​
​支出処理・納品前作業​ ​種類​
​４　マスタ・住民情報管理​

​作業項目​ ​件数​
​医療機関登録・修正​ ​件​
​住民仮登録​ ​件​
​５　問い合わせ​

​作業項目​ ​件数​
​医療機関問い合わせ​ ​件​
​６　その他​

​作業項目​ ​件数​
​過去履歴照会​ ​件​
​７　搬送​

​作業項目​ ​回数​
​搬送​ ​回​



​別添３​
​特定個人情報等取扱安全管理基準適合申出書​

​年　　月　　日　　​
​（申請者）　　　　　　　　　　　　　　​

​貴市の特定個人情報等取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ま​
​す。​

​記​

​●特定個人情報等取扱安全管理基準及び確認事項​
​※　本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実​

​地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。​

​１　特定個人情報等の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​
​　　貴社の策定した特定個人情報等の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入く​

​ださい。併せて、当該規程をご提出ください。​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​２　特定個人情報等の取扱いに関する総括責任者及び保護責任者の設置​
​　　特定個人情報等の取扱いに関する総括責任者及び保護責任者を記載した書類をご提出くださ​

​い。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当​
​箇所をご教示願います。​

​３　従業者の指定、教育及び監督​
​　​​(1)​​当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。​
​　​​(2)​​従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。​
​　​​(3)​​従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。​
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​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​
​　　設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置してい​

​る場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理区域の入退室記録​
​を提出してください。​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​５　セキュリティ強化のための管理策​
​　　セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の内容に合​

​致している場合は、□欄を■とチェックしてください。​
​　(1) 特定個人情報等の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて​
​　　□　他のネットワークと接続していない。​
​　　□　従業者にアクセス権限を設定している。​
​　　　　　従業者の利用記録の保存期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​
​　　□　記録機能を有する機器の接続制御を実施している。​
​　　　　　接続制御の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​
​　　□　従業者の認証方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​
​　　□　セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。​
​　　　※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。​

​12​



​　(2) 文書、電子媒体の取扱いについて​
​　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。​
​　　□　文書、電子媒体の持ち出しを記録している。​
​　　　　　当該記録の保存期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​
​　　□　文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。​
​　　　※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。​

​　(3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて​
​　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。​
​　　□　電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。​
​　　□　電子データの利用状況について記録している。​
​　　□　作成した電子データの削除記録を作成している。​
​　　　※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出してくださ​

​い。​

​６　事件・事故における報告連絡体制​
​　　特定個人情報等取扱安全管理基準の「６　事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)ま​

​での内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記１にて提出した基本方針​
​等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。​

​７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制​
​　　情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体制が各項​

​目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、その他の対策を実​
​施している場合は、対策をご記入ください。​

​　　□　情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。​
​　　□　上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。​
​　　　※対策を以下にご記入ください。​

​　　　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​８　関係法令の遵守​
​　　個人情報の保護及び特定個人情報等の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等​
​をご記入ください。​

​　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​９　定期監査の実施​
​　　貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項​

​目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況​
​が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等​
​の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種​
​申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。​

​　　□　内部監査を実施している。​
​　　□　外部監査を実施している。​
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​10​​　情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライバシーマー​
​ク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。​

​　　また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。​

​　取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等）​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​
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​別添４​
​特定個人情報等取扱状況報告書​

​年　　月　　日　　​
​　　（あて先）札幌市長​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名​
​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名​

​特定個人情報等取扱安全管理基準及び特定個人情報等の取扱いに関する特記事項に基づき実施​
​している安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。​

​記​
​委託業務名​
​受託期間​
​対象期間​

​安全管理対策の実施状況​
​１　当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施して​

​います。また、特定個人情報等取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無​
​等について、以下のとおり報告いたします。​
​(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり）​

​　　​
​(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり）​

​　　​
​(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり）​

​　　​
​(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり）​

​　　〇（発生した場合）事件・事故の状況：​
​　　​

​(5) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり）​
​　　〇（実績ある場合）概要：​

​(6) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり）​
​　　​

​(7) 定期監査の実施（変更なし・変更あり）​
​　　​

​(8) その他特定個人情報等取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり）​
​　　​
​２　その他特記事項等​
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